
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００８年（平成２０年）１２月 
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【解説】 

この前文は、１まちの歴史、文化と環境、２新たな自治のかたち、３まちのあるべ

き姿、４その実現のために必要なこと、５自治基本条例を制定する意義の５つの段落

で構成しています。 

ここでは、自治基本条例を制定する背景を述べ、北本市が進むべきまちの方向性と、

そのために必要なまちづくりの進め方を示しています。 

 本市の自治の基本理念として、「自己決定・自己責任」「市民主権」を掲げ、北本

市市民憲章の「緑にかこまれた健康な文化都市」をまちのあるべき姿として示してい

ます。

＜前文＞ 

私たちのまち北本市は、江戸時代初期に整備された中山道が市域の

ほぼ中央を南北に走り、西端には、かつて当地と江戸とを結ぶ舟運が

発達した荒川が流れるまちです。 

 先人たちは、その中山道や荒川、武蔵野の面影を現在に残す雑木林

等、恵まれた立地条件と自然環境のなかで、知恵と工夫と努力によ

り、日々の生活を営みながら、歴史と文化と豊かな自然を現在に残し

てきました。 

 私たちは、今、地方分権の時代を迎え、自らのことは自らが決し、

その責任は自らが負うという原則のもとに、市民主権の地方自治を確

立し、誰もが安心して生活できる個性豊かな自立したまちをひらいて

いくことが求められています。 

 また、私たちは、一人ひとりが個人として尊重され、安全を享受し

て安心して生活することができる「緑にかこまれた健康な文化都市」

の実現に努めるとともに、先人たちが残してくれた豊かな自然を次世

代へと引き継いでいかなければなりません。 

 そのためには、市民は、まちづくりの主役となり、市と情報を共有

して、自らの責任においてまちづくりに参加し、市は開かれた市政の

確立と市民の参画が可能な仕組みづくりに努め、市民と市とが協働し

てまちづくりを進める必要があります。 

 このような認識のもとに、私たちは、北本市におけるまちづくりの

基本原則とその基本的な事項を明らかにし、誰もが安心して生活でき

る個性豊かな自立したまちをみんなの力で築くため、ここに北本市自

治基本条例を定めます。 



   第１章 総則 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

この条例を制定する目的は、「誰もが安心して生活できる個性豊かな自立したま

ち」を実現することにあります。そのため、この条例では、まず、北本市におけるま

ちづくりの基本原則を明らかにして、市民の権利と責務、議会及び市長その他の執行

機関の責務と、まちづくりに関する基本的な事項について規定しました。 

この条例の理念のもとに、市民、議会、行政それぞれが自身の役割を担い、協働し

てまちづくりを進めることにより、理想の北本市の実現につながるものと考えていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

この条例は北本市のまちづくりに関する基本的な事項を定める条例であるため、北

本市の市政はこの条例の理念のもとに運営される必要があります。法規上、条例には

上下関係はないものの、この条でこの条例を「北本市におけるまちづくりの最高規

範」として規定することにより、この条例の理念が北本市のすべての条例、規則等に

反映される形にしました。そのため、既存の条例や規則の中でこの条例にそぐわない

内容が含まれるものがある場合には、改正や見直し等が必要になります。 

 

 

 

 

（目的） 

第１条 この条例は、北本市におけるまちづくりの基本原則を明らか

にするとともに、まちづくりの主役である市民の権利及び責務、議

会及び市長その他の執行機関（以下「市長等」という。）の責務並

びにまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、市民の

まちづくりへの参加並びに市民及び市の協働の推進を図り、もって

誰もが安心して生活できる個性豊かな自立したまちを実現すること

を目的とする。 

（この条例の位置付け） 

第２条 この条例は、北本市におけるまちづくりの最高規範であり、

他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例を最大限に尊

重しなければならない。 



 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

この条では、この条例で使われる用語のうち、認識を共通にしておきたい最低限の

用語を定義しています。 

よりよいまち、暮らしやすいまちをつくるためには、市民、議会、行政が「協働」

してまちづくりを進める必要があります。 

また、「参画」は、行政が行う事業等の計画、実施、評価の各過程に市民が主体的

に参加することとして定義しました。 

この他にも確認すべき用語が多くありますが、法律に規定のあるものについては、

基本的にそれを適用し、ここではあえて規定しないこととしました。 

 

第２章 まちづくりの基本原則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

まちづくりの基本理念を前文の中で明らかにした上で、その基本原則をひとつの項

目としてここに整理しました。 

第１条の目的の条では、「市民が自らまちづくりに参加し、市（議会及び市長その

他の執行機関）と協働して、住民自治を実現し、誰もが安心して生活できる個性豊か

な自立したまちの実現を図る」必要があると記しましたが、協働と市民参加を進める

ためには、市民と議会、行政それぞれが持つまちづくりに関する情報を共有すること

がその前提条件であると考え、北本市における自治の３原則として「情報共有の原

則」、「参加、参画の原則」、「協働の原則」を基本原則として規定しました。 

 （定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 協働 対等の立場で共通の目標に向けて、協力することをい

う。 

⑵ 参画 市長等が実施する施策、事業等の計画策定、実施及び評

価の各過程に参加することをいう。 

第４条 市民及び市は、それぞれが持つまちづくりに関する情報を共

有するものとする。 

２ 市民は、まちづくりの主役であることを認識し、積極的にまちづ

くりに参加するものとする。 

３ 市長等は、市民の意思を市政に反映させるため、市民の参画の機

会を保障するものとする。 

４ 市民及び市は、それぞれの責務を踏まえ、協働してまちづくりを

進めるものとする。 



   第３章 まちづくりの主体の責務等 

第１節 市民 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

本条文では、市民が持つ権利と果たすべき責務について規定しています。 

前文に示したとおり、市民はまちづくりの主役となり、主体的にまちづくりを進め

る必要があります。 

第１項では、市民の権利を規定しています。市民が積極的に市政に参加するために

は、まず、市民が正しい市政情報を得る必要があることから、市政に関する情報を知

る権利を第１に規定し、続いて市政に参画する権利と行政サービスを等しく受ける権

利を規定しました。 

第２項では、市民の責務を規定しています。市民の納税の義務は日本国憲法にも国

民の義務として位置付けられてはいますが、税は市の財政の根幹を支えるものであり、

また、使用料等を負担することは、市民の行政サービス享受の対価として守られるべ

き義務であることから、あえてこの条例にも規定しました。 

第３項では、市民は、自治会活動をはじめとする地域活動等に進んで参加するなど、

市民相互の連携に努めなければならないことを規定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

ここでは、事業者も地域社会を構成する一員として、市民と同様に市政の情報を知

り、市政に参画する権利を有することを規定したほか、事業者は、市民の責務とは別

に地域社会への貢献活動や従来の生活環境を守るべき責務を有することを規定しまし

た。 

（市民の権利及び責務） 

第５条 市民は、市政に関する情報を知る権利、参画する権利及び行

政サービスを等しく受ける権利を有する。 

２ 市民は、納税の義務及び行政サービスに伴う使用料等を負担する

義務を果たさなければならない。 

３ 市民は、市民相互の連携に努めるものとする。 

（事業者の権利及び責務） 

第６条 事業者は、市政に関する情報を知る権利及び参画する権利を

有する。 

２ 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚

し、地域社会との調和を図るよう努めるものとする。 

３ 事業者は、事業を行うに当たっては、住環境に配慮し、市民が安

心して住むことができるまちづくりに寄与するよう努めるものとす

る。 



 第２節 議会 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
【解説】 

この条では、市の意思決定機関としての議会の役割と、責務について規定しました。 

議会は、行政の監視機能を有するとともに、市民全体の福祉の向上を考えながら市

民の意志が市政運営に反映されるよう活動しなければならないことを規定しました。 

また、市民に対し説明責任を有すること、市民への議会に関する情報の発信など開

かれた議会運営を行うべきことを議会の努力義務として位置付けました。 

  

 

 

 

 

【解説】 

他の条で、市長とその他の執行機関とは別に執行機関の職員の責務を設けることか

ら、議会についても、議会全体の機能としての「議会の責務」とは別に、議員個人と

しての「議員の責務」を規定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議会の責務） 

第７条 議会は、市政運営への監視機能を高めるとともに、市民福祉

の向上に努めなければならない。 

２ 議会は、北本市の意思決定機関として、市民の意思が市政に反映

されることを念頭に、活動しなければならない。 

３ 議会は、議会に関する情報を市民に分かりやすく説明する責任を

有するとともに、開かれた議会運営に努めなければならない。 

（議員の責務） 

第８条 議員は、市民の信託にこたえ、公平、公正かつ誠実に職務を

遂行しなければならない。 



    第３節 市長等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

この条では、市の執行機関の長としての市長が果たすべき責務について規定しまし

た。 

まず、第１項では、この条例の目的を達成するために必要な施策を講じる責務を有

することを規定しました。 

第２項では、市長は北本市の代表者であることを認識して市民の信託にこたえ、公

平、公正かつ誠実に市政運営に当たるべきことを規定しました。 

第３項では、市民に分かりやすい行政組織を構築し、縦割りになりがちな組織を機

能的かつ効率的に構築する責務を盛り込みました。 

第４項では、市長の補助機関である職員を適正に指揮監督し、職員の能力や知識の

向上を図ることを規定しています。 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

教育委員会や選挙管理委員会、農業委員会など、市長部局以外の執行機関について

も市長と同様の責務を負うことを規定しました。 

なお、「市長を除く執行機関」とは、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農

業委員会及び固定資産評価委員会を指します。 

条文中の「他の執行機関」とは、たとえば、教育委員会の立場であれば、教育委員

会を除く市長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価委員会のこ

とを意味します。 

なお、北本市では、鴻巣市、桶川市、北本地区衛生組合、埼玉県央広域事務組合、

埼玉中部環境保全組合と共同で埼玉県央広域公平委員会を設置しているため、この規

定は公平委員会には適用しないこととします。 

（市長の責務） 

第９条 市長は、第４条の基本原則にのっとり、この条例の目的の達

成のために必要な施策を講じなければならない。 

２ 市長は、北本市の代表者として市民の信託にこたえ、公平、公正

かつ誠実に市政運営に当たらなければならない。 

３ 市長は、市民に分かりやすく、機能的かつ効率的な組織を構築し

なければならない。 

４ 市長は、職員を適切に指揮監督するとともに、その能力及び知識

の向上を図らなければならない。 

（他の執行機関の責務） 

第１０条 市長を除く執行機関は、その職務に応じて市長と同等の責

務を負い、他の執行機関と協力して市政運営に当たらなければなら

ない。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

ここでは、市長の補助機関としての市職員の責務を規定しています。 

第１項では、憲法第１５条第２項「すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一

部の奉仕者ではない」、また、地方公務員法第３０条では「すべての公務員は、全体

の奉仕者として勤務」すべきことが規定されていることを踏まえて市職員の基本的責

務を明示したものです。 

第２項では、市職員として自ら必要な知識の習得と向上に努め、最新の情報を収集

して、的確な判断を行うとともに、配属された課の職員という意識ではなく、北本市

の職員であるという意識を持ち、相互に連携、協力してまちづくりに取り組むべきこ

とを規定しています。 

また、第３項では、市職員は、自ら積極的に市民と連携して、北本市の市民として

まちづくりに取り組むべきものとしました。 

 

 

   第４章 市政運営 

  

 

 

 

 

 

【解説】 

地方自治法第２条第４項に、「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会

の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想

を定め、これに即して行なうようにしなければならない。」との規定があります。こ

こでは、執行機関がその基本構想とそれを実現するための計画をこの条例の第４条で

示したまちづくりの基本原則のとおり、「市民参画」、「協働」、「情報公開」のも

とで策定し、第２項では、それに基づいた行政運営を行うことを行政の義務として規

定しました。 

 

（職員の責務） 

第１１条 職員は、全体の奉仕者として、公平、公正かつ誠実に職務

を遂行しなければならない。 

２ 職員は、常に研鑚
さん

に努めるとともに、職員相互に連携し、及び協

力するものとする。 

３ 職員は、自ら積極的に市民と連携し、まちづくりに取り組まなけ

ればならない。 

（総合計画等） 

第１２条 市は、第４条の基本原則にのっとり、総合的かつ計画的な

市政運営を図るための基本構想及びこれを実現するための計画（以

下「総合計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 市長等は、総合計画に基づく市政運営を行わなければならない。 



 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

この条は、行政が行政評価を実施し、その評価結果を広く市民に公表し、その評価

結果についても市民からの意見を聴取する機会を設け、それらを事業の改善に生かす

仕組みを確立するために規定しました。 

そのため、第１項では、行政は行政評価を行い、その結果を次年度の予算等に反映

させ、効果的かつ効率的に市政運営を行うべく努めるべきことを規定し、第２項では、

行政評価の結果を市民に分かりやすく公表して、広く市民の意見を聴取することを行

政の義務として規定しました。 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

北本市では既に北本市行政手続条例を制定し、市が行う仕事のうち、各種申請、不

利益処分、行政指導、届出についてのルールを示し、市政運営の公正、透明性の向上

と、市民の権利利益の保護に努めています。 

この条項は、将来に渡ってこの行政手続条例の精神を担保するための規定としまし

た。 

  

  

 

 

 

 

【解説】 

この条では、行政の説明責任の原則を示しました。行政は計画策定や事業の実施、

また事業の評価を行う際に、市民に分かりやすく説明する義務を有することを規定し

ました。   

 

  

（行政評価） 

第１３条 市長等は、効果的かつ効率的な市政運営を行うため、行政

評価を実施し、その結果を市政運営に反映させるよう努めなければ

ならない。 

２ 市長等は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表するととも

に、市民が意見を述べる機会を設けなければならない。 

（行政手続） 

第１４条 市長等は、処分その他の行政手続について、別に条例で定

めるところにより、公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利

利益を保護しなければならない。 

（説明責任） 

第１５条 市長等は、実施する施策、事業等の計画策定、実施及び評

価に当たり、その内容、必要性等を市民に分かりやすく説明しなけ

ればならない。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

ここでは、行政が、限られた財源の中で、多様な行政サービスを提供するため、財

政運営と財産管理の基本原則を規定しました。 

第１項では、市長は、単年度ごとの財政運営だけを考えるのではなく、中長期的な

財政見通しのもとに健全な財政運営を行うべきことを規定しました。 

第２項では、地方分権が進む中、自治体経営（経営的行財政運営）の必要性が求め

られていることから、市長は、地域資源を有効活用して常に自主財源の確保に努め、

これを効果的かつ効率的に活用すべきことを規定しました。 

第３項では、行政の責務として、道路、公園等の都市施設や学校、公民館等の公共

施設など公有財産の適正かつ効率的な管理、運用を規定しました。この項の主語を

「市長等」としたのは、市長部局のみならず、教育委員会も市の保有する財産を管理

しているためです。 

第４項では、市民と行政とが協働するために必要な情報として、「財政状況」と

「財産の保有状況」の情報を、市民に分かりやすく公表すべきことを市長の義務とし

て規定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（財政運営及び財産管理） 

第１６条 市長は、中長期的な財政の見通しの下に、健全な財政運営

を行わなければならない。 

２ 市長は、自立的な財政基盤の強化に努めるとともに、財源の効果

的かつ効率的な活用を図らなければならない。 

３ 市長等は、市が保有する財産の適正な管理及び効率的な運用を図

らなければならない。 

４ 市長は、財政状況及び財産の保有状況を分りやすく公表しなけれ

ばならない。



   第５章 情報共有 

  

 

 

 

 

 

 

【解説】 

この条では、市民の請求に基づいて市が行う「情報公開」と、よりよいまちづくり

を進めるために市が主体的に行う「情報発信」について規定しました。 

北本市では、既に北本市情報公開条例を整備し、そのもとに制度を運用しているこ

とから、第１項では、情報の公開の具体的な運用方法を北本市情報公開条例に委任し、

市が市民の知る権利を保障し、保有する情報を公開しなければならない義務を規定し

ました。 

第２項について、情報共有の原則は、第４条のまちづくりの基本原則で、まちづく

りの３原則のひとつとしても規定していますが、市民の市政への参画と協働を推進す

るため、市は積極的に市民に向けて情報を発信し、市民、議会、行政３者の情報共有

に努めるべきことを規定しました。 

  

 

 

 

 

 

 

【解説】 

市は市民へのまちづくりに関する情報の積極的な発信を行うとともに、適切な情報

公開を行う責務を持つ一方、個人情報を保護しなくてはなりません。 

北本市では、既に北本市個人情報保護条例を定めているため、その具体的な運用に

ついては、個人情報保護条例に委任し、ここでは、市の個人情報保護の義務のみにつ

いて規定しました。 

 

 

 

 

 

 

（情報の公開及び共有） 

第１７条 市は、別に条例で定めるところにより、市民の知る権利を

保障し、保有する情報を公開しなければならない。 

２ 市は、市民の参画及び市民との協働によるまちづくりを推進する

ために、積極的に情報の発信を行い、市民及び市がまちづくりに関

する情報を共有できるよう努めなければならない。 

（個人情報の保護） 

第１８条 市は、別に条例で定めるところにより、個人情報の適正な

取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、市が保有する個人情報

の開示、訂正等の権利を保障することにより、公正な市政の運営を

確保し、市民の基本的人権を擁護しなければならない。 



   第６章 参画及び協働の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【解説】 

ここでは、北本市のまちづくりの３原則のうちの「参加・参画」と「協働」の基本

について規定しました。 

第１項では、市民の意見を市政に反映させるために、行政は市民が市政に参画する

機会の拡充に努め、市政への市民参画を推進しなければならないことを規定しました。 

第２項では、行政は市民との協働を推進するにあたり、市民の自主性を尊重した公

益的な活動支援に努めるべきことを規定しました。 

第３項では、市民参画と協働推進に関する具体的な方法等については、別に条例を

設け、その条例で詳しく示すことを規定しました。 

  

 

 

 

 

 
【解説】 

北本市では、附属機関等の委員の選任について、「附属機関等の委員の選任基準に

関する要綱」を定め、その第７条で、「市民の意見をより広く反映させるため、委員

の一部を公募により選任するよう努めるものとする。」と規定しています。この自治

基本条例には、附属機関の委員の公募を、市民参加を進めるための重要な事項として

捉え、ここに規定しました。 

 

 

 

 

 

 

（参画及び協働の推進） 

第１９条 市長等は、市民の参画を推進しなければならない。 

２ 市長等は、市民との協働を推進するに当たり、市民の公益的活動

を積極的に支援するよう努めるものとする。この場合において、市

長等の支援は、市民の自主性を損なうものであってはならない。 

３ 市民の参画の具体的な方法及び協働の推進に関し必要な事項につ

いては、別に条例で定める。 

（附属機関等の委員の選任） 

第２０条 市長等は、附属機関及びこれに類するものの委員を選任す

るときは、その委員の一部を公募により選任するよう努めなければ

ならない。 



 

 

 

 

 

 

【解説】 

ここでは、市民の市政への意見提出権を確立するために、計画策定や条例の制定な

ど重要な案件については、市民からの意見を聴取する機会を設けるべきことを行政の

義務として規定しました。 

北本市では現在、パブリック・コメント手続要綱を定め、運用していますが、この

条例の制定の後には、その内容を整理し、要綱を条例として整備する予定です。 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

ここでは、市民からの意見、要望等への対応の原則を示し、その対応について行政

が市民に対して最低限担保すべきものとして「必要な調査を行い、迅速かつ適切に対

応」すべきことを行政の義務として規定しました。 

現在、「市長への手紙」という制度を設け、市政に対する意見を市民から随時受け

付けていますが、市民の意見は、市政を運営するための大切な情報として、市民と市

で共有し、大いに活用すべきものと考えています。 

 

 

 

 

 

 
【解説】 

自治会や地域コミュニティ委員会の活動等地域における住民の自治活動は、地域の

課題解決や市民生活を営む上で欠かせないものです。 

そのため、地域住民活動の促進のために必要な施策を講じることを行政の義務とし

て規定しました。 

なお、北本市内には、１１１の自治会と８つの地域コミュニティ委員会が組織され

ており、それぞれ、北本市自治会連合会、北本市コミュニティ協議会として市内全域

をカバーしています。このように地域自治組織が市内全域に渡って組織されている地

方公共団体はまだそう多くはなく、これは、北本市の大きな特徴といえます。 

（地域コミュニティ活動の推進） 

第２３条 市長等は、地域活動の主要な担い手である自治会その他の

地域コミュニティの活動の役割を認識し、その活動を促進するため

の適切な施策を講じなければならない。 

（意見、要望等への対応） 

第２２条 市長等は、市民による市政への意見、要望等があったとき

は、その内容について必要な調査を行い、迅速かつ適切に対応する

ものとする。 

（パブリック・コメント手続） 

第２１条 市長等は、別に条例で定めるところにより、市の全体又は

各分野における基本的な方針を定める計画の策定又は重要な改定及

び条例の制定又は改廃に係る案について、市民が意見を述べること

ができる機会を保障しなければならない。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

この条では、市民によるまちづくりを推進する上で、市の将来を左右するような

「重要な案件」については、市民が直接判断できる手段として住民投票があることを

規定しています。 

住民投票については、この自治基本条例が制定されていない現在も、法のもとに個

別の住民投票条例を制定することにより、実施が可能ですが、ここでは、住民投票に

関し、市民、議会、市長の３者がそれぞれ持つ権利について整理しました。 

 

第７章 他団体との連携及び協力 

 

 

 
【解説】 

市は、市政運営に当り、必要に応じて国や他の地方公共団体と連携、協力すべきこ

とを市の努力義務として規定しました。 

 

 

 

 

（住民投票） 

第２４条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広く市民

の意思を把握するための、住民投票を実施することができる。 

⑴ 法令の定めるところにより、選挙権を有する者の総数の５０分

の１以上の者の連署をもって、その代表者から住民投票に関する

条例の制定の請求があり、当該条例が議決されたとき。 

⑵ 法令の定めるところにより、議会の議員から議員定数の１２分

の１以上の者の賛成を得て住民投票に関する条例の発議があり、

当該条例が議決されたとき。 

⑶ 市長が自ら住民投票に関する条例を発議し、当該条例が議決さ

れたとき。 

２ 住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、前

項の条例で定める。 

３ 市民、議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならな

い。 

第２５条 市は、共通する課題の解決のために、国及び他の地方公共

団体との連携及び協力に努めなければならない。 



   第８章 実効性の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

この条では、市長の附属機関として設置される北本市自治基本条例審議会が担う役

割を規定しました。 

この審議会は地方自治法第１３８条の４第３項で定められている行政機関の附属機

関としての設置を想定しています。北本市では、「北本市執行機関の附属機関に関す

る条例」がありますので、その条例にこの北本市自治基本条例審議会の設置を規定す

る予定です。 

第１項第１号から第３号に、この審議会の役割を規定していますが、審議会を設置

する目的は、市政運営上、この条例がきちんと運用されているかをチェックすること

にあります。 

この審議会の設置については、「北本市附属機関の設置に関する条例」で規定し、

審議会委員の構成等この審議会の組織及び運営に関しては、別に規則を定めて、その

中に規定することとしています。 

 

 

 

 

 

【解説】 

社会、経済情勢の変化等により、条例の見直しが必要になったときには、「市は必

要に応じて、見直しを行う」という規定を設けました。 

第２６条で定めた北本市自治基本条例審議会は、この条例の検証及び見直しについ

て審議する機関となります。 

（北本市自治基本条例審議会） 

第２６条 北本市自治基本条例審議会は、市長の諮問に応じ、まちづ

くりの推進に関する次に掲げる事項について調査審議する。 

 ⑴ この条例の適切な運用に関すること。 

 ⑵ この条例の見直しに関すること。 

 ⑶ 前２号に定めるもののほか、まちづくりの推進のため、市長が

必要と認める事項

（この条例の検証及び見直し） 

第２７条 市長は、この条例を社会、経済等の情勢の変化等に対応さ

せるため、必要に応じ、検証及び見直しを行うものとする。 


